


　平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年、「犯罪被害者

等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間（11月25日から12月1日まで）が「犯罪被害

者週間」と定められました。

　「犯罪被害者週間」は、期間中の集中的な啓発事業等の実施を通じて、犯罪被害者等が置

かれている状況や犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について、国民

の理解を深めることを目的とするものです。

犯罪被害者週間とは

犯罪被害者支援
フォーラム

山内  久子（やまうち ひさこ）

公益社団法人あおもり被害者支援センター理事

秋田看護福祉大学看護福祉学部看護学科教授

　平成7年10月2日、当時大学3年生であった長女は同じ大学の男子学生からストー

カー行為を受け、刃物により殺害された。

事件後、数年間は家族の中でしか悲しみ、悔しさ等を共有できなかった。

　事件後6年を経て、看護関係の専門誌「看護教育」に手記を投稿したことが契機となり、

他の殺人事件の被害者遺族と初めて話し合う事が出来た。その後、警察関係、被害者支

援センター、裁判所、看護学校等から依頼を受け講演活動を行っている。

●基調講演 /講師プロフィール
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